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地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

。

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

第
十
六
条
第
二
項
中
「
に
お
い

た
だ

項
中

した
だ

四
十
万
を
超
え

こ
書の
を
加

し
、

える

第
百
条
第
一
項

る
。

再
議
そ
の

「
四
十
万
を
超
え

数

る

総
数
が
八
十
万
を
超
え

。
」
を
「
行
う
こ
と
が

るで

場
合
に
お
い
て

及
び
証
言
並
び
に
記

他
の
措

場
合

中
「
行
い
、
選

場
合
に
あ
つ

、
当

て置

録
の
提
出

律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

、を

に
あ
つ

再講てて

を
請
求

議じ

第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
八て

に
六
分
の
一
を
乗
じ

き
る
。
」
に
改
め
、

該
調
査
を
行
う そ

の
他
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と

す
た十得る

の

挙
人
そ
の
他

条
第
一
項
及
び
第
四
項

は
、
そ
の
超
え

た
数
と
四
十
万
に
三
分

は
そ
の
八
十
万

場
合
は
、
こ
の

同
項

た
め

こ
関
係特

と
が に

後に
る
数

を
超
え
る

人
の段

と
必

で
き
る
。

な

」
を
「
四
十
万
を
超
え

出要
限
り
で

頭し
て

数
に
八
分

次
、の

一
を
乗
じ

の
よ い

。

及
び
証
言
並
び
に
記
録
の

が
あ
る
と

う
認
め

に
加
え

る
と
き

る

第
八
十
一
条
並
び
に
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四

て
八得

た
数
と
を

るは
。十

の
一
を
乗
じ。、

万て
得
た
数
と
四
十

提
出
を
請
求
す

選

き
合

挙
人
そ
の 算

し
て

他
の

得
る
こ
と

関
係

て

以
下
の
場
合
に
あ
つ

を
削
り
、
同
項
に
次
の

」

は

た
数
、
そ
の

万
」
に
改
め
る

が
で

そ
の

き
る

人
の
出
頭
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第
「
た
だ

に
「

百並

政
務
活
動
費

議
長
は
、
第
十
四
項
の

第
二
項
の
規
定

と
き
は
、
第

れ
ば

しび
第
三

と
き
は
、

条
第
二

な
ら に

当」
項該一

政項

な
い
。 中

「
定
が
」

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
一

項
中
「
調
査
研
究
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
活
動

務の

出
の
あ
つ
た
日
か
ら

活
動
費政

を
充
て

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

、
都

を
「
定
め
が
」
に

る
こ

ら
ず

と

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の

に
よ
る
請
求
の
あ
つ
た

一

務
活
動
費
に
つ日

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長

道
府
県
及
び
市
に

」が
で

い

第
百
一
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
るあ

、
「
外
」

をて。
きは

つ
て

る
経

を
「
ほ
か
」
に

加
え
、
「
政
務
調
査
費

費
の

項
を
加
え
る
。

範

か
ら
二
十
日
以
内
に
当

、
議
長
は
、
第
三
項
の

は
十
日
以 項

後
囲
」該
を普す

、
臨
時
会
を
招
集

段
」
に
、
「

」加

は
、
そ
の
使
途
の
透
明
性
の
確

通

内
、
町
村
に 、

「
前

えあ
禁、

項こ錮同保

る
こ
と
が

つ
て

」」条で
をを

「
第

地
方
公
共
団
体
の
長

規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
者

」

に
努
め
る
も
の
と
す

き
「
前

十る
。 禁

錮
五
項 項

後
段

の

は
六
日
以
内
に
臨
時

に
、

」
に
改
め
、

「
但

同

を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
「
方
法
」
の
下

中
「
政
務る

。

項
の
規
定
に
よ
る
請
求
の
あ
つ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
臨
時
会
を
招
集
し

申
出
に
基
づ
き
、
当
該
申

会
を 調

査
条費

し
」

第」
十を

を四「

が
臨
時
会
を
招
集
し
な
い

な
い

招
集
し
な
け
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第
百
二
条
第
五

前
条

第
百
二
条
の
二

前
項
の
議

め
る
日
の
到
来

た
第
一

と
を
も
つ

第

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
編
第て

項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

規
定
に
よ
る
請
求
に
お
い

五
項
又
は
第
六
項
の
場
合
に
お
い

六
章
第
三
節

普

き
は
、
同

通

項
の
会
期

地

を
も
つ

中方て

中
に
お

て第
百

公
共

い
示

、
会
期
は
終
了
す
る

さ
れ

二
条
の
次
に

団
体わ

たの

及
び
臨
時
会
と
せ
ず
、
毎
年
、
条
例

項
の
規
定
に
か
か

で

、
普
通
地
方
公
共
団

て
、
議
員
の
任
期

ら
会議定ず

も
の
と
す

前
項
の
規
定
に
よ
り
会
期
が
終
了
し
た

会
は

る
。

場
て次
は
、
前
項
の
規

議
に
付
議
す
べ
き
事
件
を
臨
時
会
に
付
議
す
べ
き

の
一
条

、
前

が

条
をの

、
そ
の
任
期

定

め
る
日
か
ら
翌
年
の

加
え
る
。

会
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
招
集
し
な
け
れ
ば
な

体
の
長
が
当
該
日
に
こ
れ
を
招
集
し
た
も
の
と
み

満
規
定
に

了
の

ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
前
項
の
条
例

き

満
了
し
た
と

に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
、
同

か
か
わ
ら
ず

当
該
日
の
前
日

、
議
会
が
解
散
さ
れ
た
と
き
又
は
議
員
が
全

日
、
そ
の
解
散

、
条

ま
で

の
日

例
で

を
会
期

又
は

定そ
の

合
に
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
同
項

事めとに
件
と
し

るす
る

規
条とな

る
定
す

。
第
二
項
又
は
第
三
項

こ
て

の

、
あ
ら
か
じ
め
告

ろ
す
。

議
員
が
全

に

こ
と
が

よで
りきて

て
な
く

、るなな
定。く
例でな
会定つ

つ
た
日

る
事
由
に
よ
り
行
わ
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れ
た
一
般
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
員
の

こ
の

も
の
と
す

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項

第
一
項
の

普
通
地
方
公
共
団
体

に
お
い

、
都

を
招

に
開
か

の
は

道
て府れ

る
。

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
招
集
の
日
か
ら
同
日
後
の

初
の
第
一
項
の
条
例

議
会
は
、
条
例
で

会
議
を
開
く

第
一
項
の
場
合
に

集
し
、
」

県
及
び
市
に
あ
つ

お

と
あ
る

こけ

後
段

並
び
に
第
二
百
五
十
二
条
の

の

る
会
議
の
審
議

と
を
請
求

て

す
る
こ
と
が

る
会
期
に

で

る
第
七
十
四
条
第
三
項
、

三
十

定九
期
的

は
「
二
十
日

に
規
定
す

、

任
期
が
始
ま
る
日
か

第
つ百
い二

第
四
項
の
規
定
の
適

以
に

又
は
議
案
の
審
議内

に
」

」

と

て
準

の
長
は
、
第
一
項
の
議
会
の
議
長
に
対
し
、

と
、
第
二
百
四
十

用
す

会
議
を
開
く
日
（
以
下
「

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

、
第
百
二
十
一
条
第
一

会
議
に
付
議
す
べ
き
事
件
を
示
し

は
七
日
以
内
、
町
村
に
あ
つ
て
は
三
日
以
内
に
会
議
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一
条
第
一
項

用
に
つ
い ら

三
十
日

て
三
条

「
次
の
定
例
日
に
開
か
れ
る
会
議
」
と
、
第
二
百
五
十
二
条

る
。

は

以
内
に
議
会
を

定
例
日
」
と
い
う
。
）
を

項
て

、
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項

、
第
七
十
四
条
第
三
項
中
「
二
十
日

の
三
第

中
「
議
会
の
審

二
で
定

項
及

め

招
集
し
な
け

日
の
前
日
ま

る
び
第

議
」

で

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

定

て
れ

と
あ
る

を
会

、
議
長
は
、
当
該
請
求
の

三
項
中
「

ば
な以
ら
な
い
。

定
例
日
以
外
の
日

次
の

つ
た
日
か
ら

あの

内
に
議
会

は
「
定
例
日

議
会
」 期

と
す
る

と
あ
る

。

の
三
十
九
第
四
項
中
「
二
十
日
以
内
に
議
会
を
招
集
し
」
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と
あ
る

第
百
九
条

第
百
九
条

で
き
る

査
す

一二三
常
任
委
員

議

の
は
「
二
十
日

議
会

を
次
の
よ
う
に

に

以
内
に
」

関
す

改
め
る
。

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
条

。
る
。

会

の
運

特
別
委
員

会
は
、
そ
の
部
門
に
属
す
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関

運
営
委
員
会
は
、
次

議
会
の
会

営議
規
則
、す

議
長
の
諮
問
に
関

委

第
百
十
五
条
の
二
の
規
定

に
る
事
項

員
る
事

掲
と

委
員
会
は
、
議
会
の
議
決
す
べ
き

す
る
。

げ
る
事
項
に
関
す

会
に

項

関事
す
る
条

件
の
う
ち 例

で
例
等
に 、

常
任
委
員
会
、

る
調
査
を
行

議
会
運

す
る

い
、
議
案
、
請
願
等
を

事
項

会
は
、
議
会
の
議
決
に
よ
り
付
議
さ
れ
た
事
件
を
審
査
す
る
。

は
、
委
員
会
に
つ
い
て
準

関用
す す

るる
。

そ
の
部
門
に
属
す

審
査
す
る
。

営
委
員
会
及
び
特
別
委
員

る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関

会
を
置
く
こ
と
が

調
査
を
行
い
、
議
案
、
請
願
等
を
審

す
る
も
の
に
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つ
き
、
議
会
に

が
で

第
百
十
条
及
び

第
百
十 委

員
会
は
、
議

会
を
開

必
前
項き

前
各五

る
。

項
に
定

第
百
九
条
の
二

第
百
十
条
及
び
第
百
十

第

第
百
十
五
条
の

の
規
定
に
よ
る

条
の
二

き

議
案

百

を
提
出条
す

議
案
の
提
出
は

会
の
議
決
に
よ
り
付
議
さ
れ
た

め
る

を
削

も
の
の
ほ
か

る
。一

十
一
条

を
る

削
除

、
真
に
利
害
関
係
を
有

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
と
が

、
委

参

で
き

次
の
よ
う
に

、
文
書
を
も
つ

員
の
選
任

改

二
を
第
百
十
五
条
の
三
と
し
、

め
る
。

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
会
議
に
お

す
る
者

会
は
、
会
議
に
お
い る

。
た

そ
の
他

第
百
十
五
条
の
次
に
次

又
は
学
識
経
験
を
有

特
定
の
事
件
に
つ
い

て
、

だて当
し
な
け

員
会
に
関

いす
る

つ

し
、
予
算
に

委

考
人
の
出
頭
を
求
め
、
そ

てしの
い
て

れ
ば
な
ら

り

は
、
こ
の
限

な
い
。

の
意
見
を
聴
く
こ
と

は
、
閉
会
中
も
、
な

必
要
な
事

て
、
予
算
そ
の
他

項
は
、

一
条
を
加
え
る
。

重

条

者
等
か
ら
意
見
を
聴
く
こ
とす

該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関

が

で
な
い

お例
、
こ
れ

で
定

。
を

め
る

審
査
す

。

で
き
る
。

る
こ
と

要
な
議
案
、
請
願
等
に
つ
い
て
公
聴

で
き
る

がる
調
査
又
は
審
査
の
た
め

。
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第
百
二
十
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
出
席

議
長
に
届
け

第
百
二
十
一
条
に
次

含
む

第
百
二
条
の
二
第
一
項
の
議
会
の
議

地
方
公
共
団
体
の

第
百
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
九
十
二
条
の
二
」
の
下
に
「
（

。
以
下定

め
が
」
に
、
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
、
「
送
付
を

が
」
を
「

制
定
若

こ

第
百
七
十
六

例
の

す

は
予
算
に
関

し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り

出の条る
項第議

執に
お
い
て

項
中
「
に
お
け
る
条
例
の
制
定
若
し
く
は

一決
に
つ
い

く
は
改
廃
又

す
べ
き
日
時
に
議

の
一
項
を
加
え

行
機
関
の
事
務
に
支

て
は
予

は算
に
関
す

第
百
七
十
七
条
第
二
項
中
「
議
会

場る
。 に

出
席

で

で

な
い
。

同
じ
。
）
」
を
加

、
そ
の
送
付

き
な
い
こ
と
に
つ
い

え

て
正
当
な
理
由
が
あ
る

長
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
議
場
へ
の
出
席
を
求

障
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い

る

を
も
の

、
「
同
条
」

」
を
加
え

第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
七
項
に
お
い

受
け

よ
う

改
廃
又
は
予
算
に
関

る
。 を

「
第
九
十
二
条
の
二
」
に
改

た
日
」

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
「
議
決
の
日
（
条

」
を
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
」
に
、
「
左

す
る

場め
る
に
当
た
つ

例
の
制

て

合
に
お
い

め
る
。

受
け
た
日
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
議
決

に

い
。

」
て
準
用

定
若
し
く
は
改

そ
の
旨
を

、てす
は
、
普
通

る
場
合
を

議
決
」
を
「
の
議
決
」
に
、
「
定

廃
又

の
下
に
「
の
う
ち

」
を
「
次
に
」
に
、
「
つ
い
て

条
も
、
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ま（
た第
、
前
項
と
同
様
と
す
る
」
を
「
つ
い

れ
ば
な

さ
れ

第
一
項

ら（
な
い

一
項
第
二
号
」
に

第
百
七
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え

）
」

」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
基
き
」
を
「
基

議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

に
改

第
百
七
十
九
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を

た
だ
し
、
第
百
六
十
二
条
の
規
定

を
含
む 前

項
の
場
合
に
お

た
と
き
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
速
や

に
、
そ
の
旨
を

第
二
百
七
条
中
「
第
百
条
第
一

。

、項

百
九
条
第
五

い

に
て

め
、
同
条
第
一
項
を
削
る
。

て
、
条
例項

よ
る
。

「
第
百
九
条
第
六
項

第
百
九
条
第
五
項
」
に
改
め

」
に
、
「
第
百
九
条
第
五 、

当
該
普
通

る
加
え
る
。

地
方
公
共
団
体
の
長
は

づ
き

副
知
事
又
は
副
市
町

」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第

予

の
制
定
若
し
く
は
改
廃
又
は

」

ら

を
「
第
百
条
第
一

（
第
百
九
条
の
二
第

る
。

な
項
（

い
。

か
に
、

項

五

村
長
の
選
任

当
該
処

項
及
び

算
に
関置

第
百
九
条
の
二
第
五

すに
関

、
理
由

る
処
置
に

第
百
十
条
第
五

の
同
意
に
つ
い

し
て
必
要 を

示
し

つ
い

後
段
（
第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
七
項
に
お
い

項
」

項
及
び
第
百
十
条
第
五

て
こ
れ
を
再
議
に
付
さ
な
け

て
承
認
を
求
め
る

と
認

てめ
る

を
「
第
百

項
」

措
置
を
講

て
準

で
な
い
。

り

は
、
こ
の
限

ず
る
と
と
も

用
す
る
場
合

十
五
条
の
二
第
二
項

を
「
第
百

議
案
が

十

否
決

五
条
の
二
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第
二
百
五
十
条
の
二
第
一
項
中
「
本
款
」
を
「

第
一
項
」

第
二
編
第
十

に
改
め
る
。

一

（
普
通
地
方
公
共
団

第
二
百
五
十

高
等
裁
判
所
に
対

章
第
二
節
第
五
款
中

一
条
の
七

条
の
七
第
一
項
若

、

体
の

し

不
作
為
に
関
す

第
二
百
四
十

、

五
条

る

し
く
は
第
四
項
の
規
定

国
この

当
該
是
正
の
要
求
又
は
指

を
受
け
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁
が
、
相
当
の
期
間
内

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

の
十

後
に
当
該
行
政
庁
の
権
限
が
他
の
行
政
庁

当
該
普
通
地
方
公
共
団

一

七
の
四
第
三
項
に
お体
い
て
同
じ

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

係

の
款
」
に
、
「

第
二
百
五
十
二
条
を
第
二
百

。
）
に

る

の
不
作
為
の
違
法
の

そ
の
他
の

訴
え
の
提
起
）

を
示
を

講
じ
な
い
こ
と

普
通
地
方
公

に
承
継
さ
れ
た
と
き

確
認
を
求
め
る

執
行
機
関
が
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示
に

第
二
百
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「

五
十
一
条
の
六
と
し
、
同
条
の

の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
是
正
の
要

に
よ
る
指
示
を
行
つ
た
各
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

受
け
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
不
作
為
（
是
正
の

か
に
該
当
す
る
と
き
は

求
又
は
指
示

要

を

に
是
正
の
要
求
に
応
じ
た
措
置
又
は
指
示
に
係
る
措
置

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び

共
団
体
の
行
政
庁
（
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示
が
あ
つ
た

は
、
当
該
他

こ
と
が
で
き

の
行
政
庁
）
を
被

る
。

関

第
二
百
五
十
一
条
の
六

次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

求
又
は
第
二
百
四
十
五

告
と
し
て

第
二
百
五
十
二
条

、
訴
え
を
も
つ

講て

す
る
第
二
百
五
十
条
の
十
三
第
一
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二
項
の
規
定
に
よ
る
審

申
出
が

規
定

取

な
い
と
き
。

項
の
規
定

イロ
普
通
地
方
公
共
団

た
場
合
に
お
い

委
員

り
下
げ
ら
れ
た
場
合
を

に
よ
る
審
査
の
申
出
を

査
の
申
出
を
せ
ず
（
審
査
の
申
出
後
に

体

委
員
会
が
第
二
百

を
講
じ
な
い
と
き
。

含し
むた
。

の
長
そ
の
他
の
執
行
機

て
、
当
該
普
通
地

む

げ
ら
れ
た
場
合
を
含

場

十
条
の
十
四
第

五
。

方
て

ロ
に
お
い

同

会
が
当
該
審
査
の
申
出
を
し
た

）
、
か
つ
、
当

関

合
に
お
い

一
項

て

公
共
団
体
の
長
そ
の
他 第

二
百
五
十
条
の

が
当
該
是
正
の
要
求
又

次
に
掲
げ
る
と
き
。

、
該
是

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

の

よ
る
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の

二
百
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
是
正
の
要
求

執
行
機
関
が
第
二
百
五
十

提
起
を

て

日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し

も
せ
ず

十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

正
の
要
求
に
応
じ
た
措
置
又
は
指
示
に
係
る
措
置
を
講
じ

はる
審
査
の
結
果
又
は
勧
告
の

（
訴
え
の
提
起
後

応
す

指
示
に
関

じ
。
）
、
か
つ
、
当
該
是
正
の
要
求

又
は

に

第
二
百
五
十
条
の
十
四

該
審
査
の

る
第
二
百
五
十
条
の
十
三
第
一

指
示
の
取
消
し
を
求
め
る
訴

内

一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

に
当
該
訴
え
が

じ
た
措
置
又
は
指
示
に
係

容
の
通
知
を
し

に
よ
る
審
査
又
は
勧
告
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機

取
り
下

る

第
一
項
又
は
第
二
項
の

え

関
措が

の
提
起
を
せ

置第
ず
、
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２３４５
一二三

第
二 及

び百
か

前
項

つ
、
当
該
是
正
の
要
求
に
応
じ
た
措
置
又
は
指
示
に
係
る
措
置
を
講
じ
な
い
と
き

の
訴

前
項
第

第
四

（
市
町
村

え
は
、
次
に

一
号
の

掲

場
合
は
、
第
二

げ
る
期
間
が
経
過
す
る
ま

前
項
第
二
号
イ
の
場
合
は
、
第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
二
項
第
一
号
、

前
第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で

第
一
項
の
訴
え

五
項
第
二
号
ロ
の
場
合
は
、

に
つ
い
て

第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
二
項

は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
四
十

十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用
し
な
い
。

前
各
項
に
定
め
る
も

な

促
進
に
関
し
必
要

十
二

の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
訴

事
項
は
、

の
不
作
為
に
関
す

条

百
五
十
条
の
十
三
第
四
項
本
文
の

え

高
裁
判
所
規
則

る

で

第
二
百
四
十
五
条
の
五
第
二
項
の

の
規
定
は
、
第
一
項
の

に定
で
は
、

つめ
い

三
条
第
三
項
の
規
定
に

て
る
。

都
道
府
県
の
訴
え
の
提
起
）

は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
是
正
の
要
求
を
行
つ
た
都

提
起

は

す
る
こ

期
間

と
が

第訴
二え

、
主
張
及
び
証

で
き
な
い
。

号

第
三
号
に
掲
げ
る拠
期
間

に
つ
い

指
示
を
行
つ
た
各
大
臣
は
、
次

道

か

。

又
は
第
四
号
に
掲
げ

て
準
用
す
る
。

る
期
間

か
わ
ら
ず
、
同
法
第
四
十
条

の
申
出
の
時
期
の
制
限
そ
の

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

他
当
す

第
二
項

審
理
の

る
と
き

府
県
の
執
行
機
関
に
対
し
、
高
等
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
是
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正
の
要
求
を
受
け

が二
他
の
行
政
庁
に
承
継
さ
れ

る
申
出
を

市
町
村
長
そ
の

る
申
出
を
し
た

た
市
町
村
の
不
作
為
に
係

た

当
該
市
町
村
の
不
作
為
の
違
法
の
確
認

一
が
取
り
下
げ
ら
れ

イ
市
町
村
長
そ
の
他

場
合
を
含

た他
のの

場
合
に
お
い
て

む
。
）
、

る

と
き
は
、
当
該
他
の
行
政

を

市
町
村
の
執
行
機
関

せ
ず
（
申
出
後
に
同
条
第
五
項
に
お
い

か
つ

市
町
村
の
執
行
機
関
が
当

、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

自
治
紛
争
処
理
委
員
が
第
二
百
五
十
一
条
の

に
よ
る

え
の

審
査
の

提
起
後
に
当
該
訴
え

結
果
又
は
勧
告
の
内

が
取

な
い
と
き
。

市
町
村
の
行
政
庁
（
当
該
是
正
の
要
求
が
あ
つ
た
後

該
是第

容
の
通
知
を
し
た
場
合
に

り
下
げ
ら
れ
た
場
合
を 庁

。
次
項
に
お
い

求
め
る
よ
う
指
示
を
す
る
こ
と
が

が
当
該
是
正
の
要
求
に
関
す

、
当
該
是
正
の
要
求
に
応

三

正
の
要
求
に
関
す

項
に
お
い

五

関
が
第
二
百
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
是

応
じ
た
措
置
を
講
じ

て
準
用
す含
るむ

てでる
同
じ
。

二
百

）五

項

第
二
百
五
十
条
の
十
七
第
一

お
てい
準て

じる用
き
る
。

第第す
二
百

当
該
市
町
村
長
そ

、
た

五

の

正
の
要
求
の
取
消
し
を
求
め
る
訴

。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

にえ
当

を
被
告
と
し
て
、

十
一
条
の
三
第

措
置
を
講
じ
な
い
と
き

る
第
二
百
五
十
条
の
十
四 該

行
政
庁
の
権
限

訴
え

の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出

。

十
一
条
の
三
第
一
項
の
規

他
の
市
町
村
の
執
行
機

の
提
起
を

を
も
つ

せ

か
つ
、
当
該
是
正
の

ず

て

一
項
の
規
定
に
よ

定
に
よ

第
一
項
の
規
定

要
求（

訴に
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２３
一

ロ前
当
す

も
つ

自
治
紛
争
処
理
委
員
が
当
該
申
出
を
し
た
日

項る
を
せ

下
げ 準

用
め
ると

市
町

す
る
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
勧
告
を
行
わ
な
い
場
合
に

長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
が
第
二
百
五
十
一
条
の
六

政
庁
を
被
告
と
し

訴
え
の
提
起
を
せ
ず
、
か
つ
、

の
指
示
を

て
、
訴

第
二
百
四
十
五
条
の
七
第え

を
も
つ

き
は
、
高
等
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
指
示
を
受
け

あ
つ
た
後
に
当
該
行
政
庁
の
権
限
が
他
の
行

て
当
該
市

ず
（

町
村

村
長
そ
の

申
出

受
の
不
作
為

合

ら
れ
た
場

け
た

他
の
市
町
村
の

後
に
同
条
第
五

を
含

都む
道二。
府項

は

ら
九

て
当
該
市
町
村
の
不
作
為
の
違
法

の
違 県

の
項
に
お

政
庁

か

当
該
是
正
の
要
求

執
行
機
関

に

高
等
裁
判
所
に

、

の
規
定
に
よ
る
指
示
を
行

）
、
か

に

つ

法
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が

執
行

い
つ
、
当
該
指
示
に

十
日
を
経
過
し

じ
た
措
置
を
講
じ
な
い
と

対の
し
、
当
該
市
町

確
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
府
県
の
執
行
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

市
町
村
の
不
作
為
に
係
る
市
町
村
の
行
政
庁
（
当
該
指
示
が

た
係
る

応

承
継
さ
れ

た
都

た
とで

機
関
が
当
該
指
示
に
関
す

て
準
用
す
る
第
二
百

き
は

て
も

第
一
項
の
規
定

五
十
条
の
十
七
第

措

、
当
該
他
の
行
政
庁
）
を

き
る
。

る
第
二
百

置
を
講
じ

第
二
百
五
十
一
条
の
三
第

に
よ
る
当
該
是
正
の
要
求
の
取
消
し
を
求

五
十
一
条
の

な
い
と

一
項

き
。

き
村
の

の
三

。不
作

第

お
い

為
に

五
係
る

項

被
告
と
し

一

て

規
定
に
よ
り
当

市て
該
申

に町、
お
い

当
該
市
町
村

、

村
の

て行

か
に
該

訴
え
を

項
の
規
定
に
よ
る
申
出

出
が
取
り
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４
二

イロ
市
町
村
長
そ

を
しに

よ
る
訴

た
場
合

自
治
紛
争

よ

に

関
が
第
二
百

のお
い

る
審
査
の
結
果
又
は
勧
告
の
内
容
の
通
知
を
し
た

起
後
に
当
該
訴

じ
な

準
用自

治い
と
き

す

長
そ
の

紛
争

る

他
の
市
町
村
の
執
行
機

処
理
委
員
が
第
二
百
五
十

第
二
百
五
十
条

他
の

関

え
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
を

。市

て
、

え
の
提
起
を
せ
ず
、

え

次
に
掲
げ
る
と

が
当
該
指
示
に
関
す

き
。

五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定

の

の
提
起
に
関
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る

一
条
の
三
第
五
項
に
お
い

場
合

に
よ
る
当
該
指

含
む

十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ

町
村
の
執
行
機
関
が
第
二
百
五
十
一
条
の
六

第
二
百
四
十
五
条
の
七
第
三
項
の
指
示
を
行
つ
た
各
大

。
ロ
に
お
い

処
理
委
員
が
当
該
申
出
を
し
た
日
か
ら
九
十
日
を

か
つ
、
当
該
指
示
に
係
る
措
置
を
講
じ
な
い
と
き

こ
と
が

る
審
査
又
は
勧
告
を
行
わ
な

臣
は
、
前

で
き

に
お
い
て
、

示
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
提
起
を

る
。 第

一 る
第
二

てて
準

経
過
し

項
の

百用て。
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の

す
る
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定

当
該
市
町
村
長
そ

同
じ
。
）
、
か
つ
、
当
該
指
示
に
係
る
措
置
を
講

も
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
五
項
に
お
い

規
定
に
よ
る

い
場
合
に
お
い

当
該
指

の
他
の
市
町
村
の

示
の
取

て
ず
（
訴
え
の
提

消

項
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
対
し
、 規

定
に
よ
る
申
出

せ
し
を
求
め

町

、
当
該
市

同
項
の

執
行る
機て村訴

規
定
に
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５６７８
一二三

第
二
項
及
び
第
三
項

場
合

替
え

第
一
項
第
一
号
及
び
第
三

の
十
三
第
四
項
本
文
の
期
間

第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
項
第
二
号
イ
の

の
他 に

掲
げ
る

第
二
百

第
二 第

一
項

に
お
い

る
も
の

審
理

て
の
促 期

間
第

進
号

五
十
一
条
の
五
第

と
二

ロ
及
び
第
三
項
第
二

、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の

す
るに
。関

の
訴

項
及
び
第
三
項
の
訴

え
は
、
次
に

え
に
つ
い

掲は
、
行
政
事
件
訴
訟

十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用
し
な
い

前
各
項
に
定
め
る
も
のし
の

三
項
第
一
号
の
場
合
は
、
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
五
項
に
お
い

項
か
ら
第
六
項
ま

て

げ
る
期
間

場で
の
規
定

が
経
過

ほ
か
、
第
二
項
及
び
第
三
項

必
要
な
事
項

裁

す
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の

訴
え

る
ま

号
ロ
の
場
合
は
、
第
二
百

は
、

高

合
は
、
第
二
百
五
十
一
条

判
所

の規
則

区
域
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
市
町
村
の
区
域
」
と
読

法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か

。
で
定

五
十

に
つ
い で

は
、

て

提
起

の

す
る
こ訴

え と
が
で
き
な
い
。

て
準
用
すてわ
る
第

一
条
の
六
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間

め
る

に
つ
い

準
用
す

は
、
主
張
及
び
証
拠
の
申
出
の

。

二
百
五
十
条

六
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号

る
。
こ
のみ

ら
ず
、
同
法
第
四

時
期
の
制
限
そ
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第
二
百
五
十
二

２３
第
二
編
第
十
一
章
第
三
節
第
一
款
中
第
二
百

（
脱
退

を
経

議
会
か

第
二
百

す
第
一

る

に
て
、ら五

こ
と項

の よ
る

脱
退

脱
退

、
第
二
百
五
十

い
。

が
条で

協の
予
告

六
す
る
日

二き
議

す
る

十
二
条
の条る

に
当
該
予
告
の
撤
回

会
の
撤

の
の
二

に
の

前
項
の
予
告
を
受
け
た

二
第つ

組
織
の
変
更

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
会
を
設
け
る
普
通
地
方
公
共
団
体
は

二
回
はい

年て
前

こ
と
が
で
き

関

で
に
他
の

まる

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
百

の
二
第
三
項
本
文
の
例

、
他
の
全

。
こ
の
場
合
に

。

係
普
通
地
方
公

一
項
か
ら
第
三
項
ま

五
十
二
条
の
四
第
一
項
第

お
及て

の
関

い

五
び
廃

て
共
団
体
は
、
当
該
予
告
を
し
た

に
よ
ら
な
い
も
の
と
す

、

同
意
を
求
め
る

十
二
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

止全で係
のての
特
例

の
関

普
通
地

）係
普
通

例
に
よ
り
、
当
該
脱
退

に
当
た
つ

方て
公は

二共
地

公

号
に
掲
げ
る
事
項
の
み
に
係
る
規
約
の
変
更
に
つ
い

団
方る体

。が
共
団

議
普
通

に会

、
あ
ら
か
じ
め

体
に

よの
り議

書決
る
。

面
必
要
と
な

を
経 で

予

同
項
の
予
告
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
が

て
同

他
告の
を意関

、
そ
の
議
会
の
議
決

す
る

を
し

こ
と
に

地
方
公
共
団
体
が
脱
退
す

る
規
約
の
変た

場

よ

る
時
ま

更
を合
行

りで
に
限

、に
、

わ
な
け

て
協は

り
、

係
普
通
地
方
公
共
団
体

、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
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４５第２３

普
通
地
方
公
共
団
体

い
。

止
さ
れ
る
も
の
と
す

五
十

二
第
一
項
の

百

規
定

る
。

二
条
の
二
第
二
項
の
例

第
二
百五

普
通
地
方
公

体
に
書

協
議
し

十面

第
二
百 五

十
て

二
条共

で
予

五
二
条

（
脱
退
に
よ
る
機
関
等

の
七

告を

前
項
の
予
告

を

当
該
脱
退

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
る
脱
退
に
よ
り
協
議

の

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
は

の
七
の
次

の二
す
る

に
よ

に
こ
と

よ
り

に
次
の
一
条

前
条
第
二

団
体
は
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
て

に
よ
り

り
必
要
と
な

、る
共規

会
を

、
総
務
大
臣
又

を
加
え

同約
団

受
け
た
関
係
普
通
地
方
公
共

共
同
設
置
の
変
更
及
び
廃
止

の
変

協
議
会
か
ら
脱
退
し
た
と

設
けは

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

る
。

設
置
か

る
普
通
地
方

の
特

、
脱
退

十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
本
文
の
規
定

例
）

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

す

ら
脱
退
す
る

公同
共

こ
と
が

更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

き

団
体
が
一
と
な
つ
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け

、
そ
の
旨
を
告
示
す

でら
き
る
。

な
で

る
日
の
二
年
前
ま

は
、

い
け
れ

前
項
の
場
合
に
つ
い に

他
の
全

。
て

ば
な
ら
な
い
。

準
用

てす
の

は
、
当

れ
ば
な
ら
な

該
協
議
会
は
廃

る
と
と
も
に
、
第
二
百

関

す

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
関
等
を
共
同
設
置

係

る

普
通
地
方
公
共
団

体
は
、
当
該
予
告
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
が
脱
退
す
る
時
ま
で

る
。
た
だ
し
、
次
条

に
、

第
二
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４５６
号
（
第
二
百
五
十
二
条
の
十
三
に
お
い

は
、
第
二
百
五

すい
。

こ
と
が
で

十き
二
条
の
二
第

る
。
こ

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、

、
第
二
百

第
二
百
五
十
二
条
の
八

三

て
準

第
一
項
の
予
告
の
撤
回
は
、
他
の
全

る
に
当
該
予
告
の
撤
回

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百

に
つ
い
て

十
二
条
の
十
七
の
四
中

五

て

の
場
合
に
お
い
て

同

の
用、
す

項
本
文
の
規
定
は
、

意
を
求
め

関る
係

る
場
合
を
含

準
用
し

普
通
地
方
公
共

に
当
た
つ
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
に
よ
り
機
関
等
を
共
同
設て

設
置
は
廃
止
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
関
等
の
共
同
設
置
か
ら
脱
退
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示

五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
例
に
よ
り
、
総
務
大

中
「
前
条
」
を
「
第
二
百

置
す

第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

むな
い
。

団
体

同
項
の
予
告
を
し
た
普
通
地
方
公

は
、

。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
み
に
係
る
規

普
通
地
方
公
共

る
あ

が
議
会
の
議
決
を
経

ら
か
じ
め
、
そ

、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体

臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

五
十
二
条
の
七
」
に
改
め
る

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

て
同
意
を

共
団
体
が
他
の
関
係
普

の
議

団
体
が
一
と
な
つ
た
と
き

。

は
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば

、
そ
の
旨

加
え

れ
る
。

し
た
場
合
に
限な

ら
な

し
な
け

を
告
示
す
る
と
と
も
に

ば
な
ら
な
い
。

て

約
の
変
更
に
つ
いり

、

通
地
方
公
共
団
体

は
、
当
該
共
同
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３
ち

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
条
例
の
定

の
要
求
を
含
む

項
に
規
定
す

め
る
。

）
」 求

を
第
二
百
五
十

中
「
次

め
、
同
条
の
次

（
脱
退
に
よ

第
二
百 自

治
事
務
の

受
け

第
二
百
八

る
処
理
に
つ
い
て

五
各
大

条

臣
の

第

た
市
町
村
の
不
作
為
の

二
百
四
十
五
条
の

指
示
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て

め
五
第

。
）
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
百

違
法
の

の
五
中
「
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
第
三
項

十
六
条
第
一
項
中
「
組
織
す

確
認
を
求
め
る

る
地
方
公
共
団
体
」
の
下

」
を

え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
次
条
第
一
項
第
一
号

を
加条

にる
次
の
一
条
を
加
え
る
。

組
織

八
十
六
条
の
二

、
事
務
及
び
規
約
の
変
更
の
特

る
と
こ
ろ
に
よ
り
市

こ
と
が
で
き
る
。

町
村

三
項
の
規
定
に
よ
る
是
正

五
十
二

前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ

も
、
同
条
第
二
項
の
規
定

例
）

ら
ず

が
処
理
す

の
要

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
」
を

第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
百
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
関
係
地
方
公

る
こ
と
と
さ

求
（
第
一
項
の
規

て

「
（
以
下
こ
の
節
に
お
い

よ
り
、
訴
え
を
も
つ
て

に

に
該
当
す

「

れ
た

定

共
団
体
」
を
「
構
成
団
体

務
の
う

に
よ
る
是
正

当

事

「
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
第
四
項
」
に
改

、
構
成
団
体
は
、
そ
の
議
会
の

構
成
団
体
」
と

議
決
を
経

る
と
き
は
、
同

て
該
是
正
の
要

、
脱

い」退
うす
。

「
第
二
百
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

に
改る
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２３４

で

日
の
二
年
前
ま

で
き
る

脱
退

き
る

に

め
る
に

す

。よ当

県
知
事
に

り
必

た
つ

届
け

要
に

前
項
の
予
告
を
受
け
た
構
成
団
体
は
、
当

る
も
の
と
す

と
な

第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

。
こ
の
場
合
に

他
の
全

お
る

第
一
項
の
予
告
の
撤

第
二
百
八
十
七
条
第

い
規て

て約、

る
。
こ
の
場
合
に

出
な
け
れ
ば
な

一

の
変
更

回
は
、
他
の
全

項
第

の
構
成
団
体

お
ら
な

い
を

い
。

三
てて
の

二
号
中
「
を
組

条
第
二
項
」
を
「
第
二
百
八
十
七
条
の

に該
行
わ構

書予
面

な
け

成

で

同
項
の
予
告
を
し
た

合
予

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
に
よ
り
一
部
事
務
組

織
す

告
を
し
た
構
成
団
体
が
脱
退

れ
ば

構
成

告
を

な
ら

、
「
第
二
百
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
」
と

団
体
が
議
会
の

の
団
体
が
他
の
構
成

構

議
決
を
経
て
同
意
を
し
た
場
合
に
限

な
け
れ
ば
な
ら

成
団

第
二
項
」
に
、
「
を
組
織
す

す体

、
当
該
構
成
団
体
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
例

こ
と
に
よ
り
、
一
部
事
務
組
合
か

す
る

な
い
。
こ
の
場団

体
が
一
と
な
つ 合

に
お

に
な
い
。

る
時
ま

て
、
同
条

いす
でる

る
地
方
公
共
団
体
」
を

。

ら

に
、
前
条中

「
第 脱

退

り
、
す

当
該
予
告
の
撤
回
に
つ

た
と
き
は
、
当
該
一
部
事

に
よ
り
、
総
務
大

る
地
方
公
共
団
体
」
を
「
の
構
成
団
体
」
に
改
め
、
同

「
の

す
る

の
例
に
よ
り
、
当
該

条
二い務臣
百るて組又
八
十

条

同
意
を
求

は

構
成
団
体
」
に
、

こ
と
が

七

こ
と
が
で

合
は
解
散

都
道
府

第
二
項
中
「
次

「
地
方
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公
共
団
体
の
長
」
を
「

第
二
百
八
十
七
条
の
二

２３
第
二
百
八
十
七
条

と
し
、
第
二
百

（
特
例
一
部
事
務
組

場
合
に
設
け

でお
い

ら
れ

め
る
と
こ
ろ

定
き
る
。て

「
特

の
長
」
に

三
中
「
を

該
事
件
に
係
る
議
案
を
全
て

改
め
る
。

組
織
す
る
地
方
公
共
団

八
十
七
条
の
二
を
第
二
百
八
十
七
条
の
三
と
し
、
第
二
百
八

例

も
の
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者

たに

前
項
の
規
定
に
よ

前
項
の
規
定
に

合
）

よ
り

り
一
部
事
務

そ
、
当
該
一
部
事
務
組
合
の

の
議
会
を

の

よ
り
同
項
に

組
合
（
一
部
事
務

成
団
体
の
議

構

管
理
者
が
一
部
事
務
組
合
の
議
会
に
付
議
す

一
部
事
務
組
合
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、

る

構
成
団
体
の
議
会

規
定
す
る
事
件
に こ

と
と
さ
れ
て

に
組会

係
る

体
」

合
を
構

を
も

を
「
の
構
成
団
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百

成
団
体
と
す

議
会
を
構
成
団
体
の
議

つ
てい

に
代

組
織
す
る

を
こ
と

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
も
の
並
び
に
第

え
て会

も
つ

。

て
組
織
す

事
件
が
あ
る
と
き
は
、

る

議
案
の
提
出
を
受
け
た
構
成
団
体
の
議

る
。

二
百
八
十
五
条
に

構

る

規
定

理
事
会
を
置
く
も
の
を
除
く
。
）
は
、
規
約

こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
一
部
事

団
体
の
長
を
通
じ

八
十
七
条
の
四

こ
と
と
す
る
こ
と
が

務
て

す、
るで

と
し
た
一
部
事
務
組
合
（
以
下
こ
の
条
に

成会

組
合
の

は
、
当
該
事
件
を
議

当
決
す
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４５６７
る
も
の
と
す

組
構
成
団
体
の
議
会
の
議
長
は
、
前
項
の
議
決
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
構
成
団
体
の
長
を

一
部
事
務
組

特
例
一
部
事
務
組
合
に
あ
つ

議
会
の
一
致

特
例
一
部
事
務
組

合
し
、
又
は
勧

前

第

るす
議

の
議
会
に
報
告

編

六
る
。

合す告

る
決
に

合し

く
。
）
及
び
第
七
節

に、

の
二
、
第
九
十
八
条
、
第

の
管
理
者
に
送
付
し
な
け

よ
ら

あ

て

こ
と
に
よ
つ
て

章
第
一
節
（
第
九
十

の
規
定
は
、
特
例

は
、
第
二
項
に
規

な
け
れ
ば
な
ら

つ
て
は
、
こ
の

行
う
も

な
い
。

提
出
し
、
又
は
勧
告
す

れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律

二
条
の
二
の
規
定
に
限
る

事
件
の
議
会
の
議
決
は
、
当

そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り

る
こ
と
と
さ
れ
て

該
特
例
一
部
事
務
組
合
の
執
行
機
関
が
構
成
団
体
の
長
を
通

一

九
十
九
条
、
第
百

の
部
事
務

条
と
す

定
す

る
。

る
じ
て

。
）

当

組
合
の
議
会
に
つ
い

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

並
び
に
第
百
二
十
五
条
中
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
」
と

該
事
項
を
全

、
第
二
節
（
第
百
条
第

てで
準
用

あ
り
、
及
び
「
議
会
」

該
通
じ
て

一
部
事
務
組
合
の

て
す
る
。

、

議
会
を
組
織
す

い
る
事
項
の
議
会
へ
の
報
告
、
提
出
又

の
構
成十
団

こ
の
場四

項

執
議
決
の
結
果
を
特
例

機
関
が
一
部
事
務

勧
告
は
、
当

は

か
ら
第
二
十
項
ま
で
を

合
に
お

行

体
の
議
会
に
報
告
し
、
提
出

い

及
び
第
八
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で

と

る
構
成
団
体
の除

て
、
第
九
十
二
条

、
第
百
条
の
二

あ
る
の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
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８
の
構
成
団
体
の
議
会
」

、
第

る
の
は
「
当

のな

百
二
十
四該
条
中
「
議
員
」

第
二
百
九
十
二
条
の
規
定

す
る
場

項
の
規
定
に
よ

構
す
る
議

条

合決

の
は
「
都

の
全

七
い

て
の

に
お

道

構
成
団
体
の
議
会
に
請
願

いり
府
県

て特

の
結
果
」

、

成
団
体
（
第
二
百
八

の
は

第
一
項
及
び
第
二
項
、

に
第
十

特
例
一
部
事
務
組
合
の

と
、
第
九
十
七
条
第
一

と
あ

六
条

と
、
「
こ
れ
を

加
入
す
る管
特
例

構
成
団
体
の
議
会
の
議
長

は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
全第

理て百
者の

る第」一
部
事

」
の二とと
は項
「中務

構
成
団
体

項
中
「
法
律
」

特

よ
り
こ
の
法
律
中
都

書
」
と
読
み
替
え

組
例

「
前合

一道
部府

項
の管

事
務る

規
定

理
者

も
の

あ
る
の
は
「
当
該
条

の

」
と
、
「
普
通
地

例
を
」 と

す

県
、
市
又
は
町
村
に
関

る
構
成
団

に
よ
り
条
例
」
と
あ
る

」
と

例

例
一
部
事
務
組
合
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

方

七
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

と
あ
る
の
は
「
規
約
で
定
め
る

組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
の
議
員
」

す

体
を
い
う
。
以
下

、
「

で
、

る
。

る

部
事
務
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全

一

の
議
会
の
議
長
」
と
、
第
百

公
共
団
体
の
議
会
の
議
長

の
定
を
特
例
一
部
事

と
、
第
百
四
十
五
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る

市
町
村
長

七

同

第
百
八
十

規
」
とと

と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
律
」

は
「
第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
四

じ
。
）
の
議
会
の
議
長

」

あ
る
の
は
「
都

十
六
条
（
第
三
項
を

条
、

道
府

あ
る
の
は
「
特
例

、
第
百
六
十
五
条
第
一
項
中
「
普
通
地
方
公
共
団
体

か一
組ら

と

と
、
「
請
願
書
」

務
県
の
加
入

部
合

とあて

条
例
に
関

事
に
準
用し

務
組
合

の
議
会
の
議
長
」
と
あ
る
の

第
百
九
十
九
条
第
十
二
項

除
く
。
）
、
第
百
七
十

、
第
二
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百
四
十
二
条
第
九
項
、
第
二
百
四
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
八
第

二
条
の
三
十
三
第
一
項
、
第
二

五
十
六
条
中

団
体
の
議
会
」

」を
と処

分
す

「

の
議
会
」
と
、
第
百

部
事
務

の
管
理
者
」
と

あ
組る

つ
た
も
の

と
、
「
議

百

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議

七
十

合
の
管
理
者
に
あ
つ

た
と
き
は
」
と
、
第
二
百

て

会
の
」

五
十
二
条
の
三
十
四
、
第
二
百

は

、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
中
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の

とと

の
は
「
議
決
を
経
る
」

る
」
と
あ

十
条
第
一
項
中
「
こ
れ
を
専
決
処
分
に

と
み
な
す

の
規
定
に
よ
り
特
例
一
部
事

」
と
、
同
条
第

組

す
二
項

十
九
条
第
二
項
中 会

」
と
あ
り
、
及
び

六
条
第
五
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
あ
つ

る
の
は
「
に
つ
い
て

務

」
と
、
「
市
町
村
長
」
と

合
あ
る

の
全

の
は
「
特
例

、
「
議
会
に
」

第て
二
百

る
」
と
あ
る

「の

八

中
「
専
決

一
十
七
条
の
二
第

処
分
を 部

事

と
あ
る
の
は
「
特

の
は
「
こ
れ
に
つ
い

し
た

五
十
二
条
の
四
十

「
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体

あ
る

ての
は議

務
組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
の
」
と
、
「
議

と
き

は例
三
項は

構
成
団
体
の
議
会
の
議
長
か
ら
予
算
に
関
す

」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
加
入
す
る
特
例
一

「
都
道

会
」

府
（

三

第
四
項
を
除
く
。
）

県
の

一
部
事
務
組
合
の 加

入
し

構

な
い
特

の
議
決
が
あ
つ
た
も
の
と

て
」
と
あ
る
の
は
「
議
決

例

と
あ
る
の
は
「
特

が

前
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百

る

み
な

項
、
第
二
百
五
十

例
一
部
事
務

一
部
事
務
組
合
の
構
成

す
並
び

会
を

合

成
団
体
の
議
会
に
」
と
、
「

あ
つ
た
も
の
と

と
、
第
百
八

」

に
第
二
百

招

組
集
す

み
な

る

第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
三
項
の
議
決
が
あし

八
十
七
条
の
二
第
四
項

議
決
の
結
果
」
と
、
「
そ
の
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９
要
領

百
も
の え

る特で
」
と

構
成
団
体
の
議
会
」

十
二
条
の
四
十
第
四
項
中
「
議

五
も
の

例あ

と
す

よ
る
一
部
事
務

第
二
百
八
十
八
条
中

第
二
百
八

第
二
百
九
十
条

一
部
事
務
組
合
に
あ
つ

十
九
条
中
「
第
二
百
八
十
六
条
」
の
下
に
「
、
第
二
百

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
（
同
項
の
規

る
場
合

あ
る
のる組中を
は
「
当
該
予

。
と
、
第
二

除
く
。
）
を
含 算

の
要
領

百

」
と
、
第
二
百

で

の
監
査
委
員
の
事
務
は
、
規
約

合

第
二
百
九
十
一
条
第

て
五

「
関
係
地
方
公
共
団
体
」
を
「

一
項
中
「
を
組
織
す

第
二
百
九
十
一
条
の
二
第
四
項
中

構
第

十
二
条
の
三
十
八

は
、
前
条
第
一
項
第
六
号
の
規

五
十
二
条
の
三
十

会
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
特
例

る
地
方

定
め
る
構
成

成

「
広
域
連
合
の
長
」
の
下 六

項
中
「
議
会
」

定
に
か
か

団
体
」
に
改
め
る
。

に

八

七
第
五

一
部
事
務
組
合
の
構
成

団

「
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
前
条
」
を
「
（
第
二
百
八

む
。
）
及
び
前
二
条
」
に
改
め
る
。

公
共
団
体
」
を
「
の
構
成

と
あ
る
の
は

十
六
条
の
二
」
を
加
え

団
体

の

「
（
第
二
百
九
十
一
条 項

中
「
議
会
」
と
あ

「
構
成
団
体
の
議
会
」
と
、
第
二

十
団
体
の
議
会
か
ら
」
と
読
み
替

十
六
条
の
二
第
二
項
の
規

る
の
は
「
全
て

わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に

体
の
監
査
委
員
が
行
う
も
の
と
す

る
。

」
に
改
め
る
。

三
に
お
い

る
こ
と
が
で
き
る

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

係

定
に
よ
る
規
約
の
変
更
が
第
二
百
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
み
に

て
準
用
す

のる

る
第
二
百

。
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八
十

四
第
四
項
、

以
下
同
じ
。
）

七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長

第
二
百
九
十
一
条
の
四
第
四
項
中
「
議
員
又

十
七
条
の
三

九
十
一
条
の
六
第
一
項

超
え
八
十
万
以
下
の

じ
て

第
二
百
九
十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
二
百
九
十
一
条

に
て

得
た
数
と
を
合
算
し

て

一
を
乗
じ

」
を
加
え
る
。

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長

お
い得
て
同

第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
二
項
及
び
第
五
項
中
「
四

て

場
合
に
あ
つ

連
合
の
長
」
の
下
に
「
（
第
二
百
九
十

に
代
え
て

に

は

代
え
て

長
理

じ
。
）
」
を
加
え
、
「
地
方
公
共
団
体
の
長
」
を
「
長
」
に
改
め

は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る

た
数
、
そ
の
総
数
が
八

得
た
数
と
四
十
万
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
一
条
の
八
第
二
項
中
「
、
広

理
事
会
を
置
く
広

百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
に
代
え
て

事理
会
を
置
く
広
域
連
合

の

に
あ
つ

」
の
下
に
「
（
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三
に
お
い

十
万
を
超

万
を
超
え

十

一
条
の
十
三
に
お
い
て

え
数
に

準

六
第
一
項
及
び
第
二
百
九
十
一
条
の
八
第
二
項
を

域
連
合
に
あ
つ

る
用
す 六

分場
合
に

の
一

る
場
合
に

ああ

て
つ
て

を
乗
じ

つ
て

てはは
、
そ
の
超
え

ては
得
た
数

域
連
合
の
長
」
の
下
に
「
（
第
二
百
九
十
一
条
の

そ
の
八
十
万
を
超
え

て

事
会
を
置
く
広
域
連
合
に
あ
つ

は
、
理
事
会
。
第
二
百
九
十
一
条
の

、
理
事
。
次
条
第
二
項
及
び
第
二
百

は

る
第
二
百
八
十
七
条
の

十三
と三

。
る
数
」
を
「

四
十
万
に

に
てる
準

お
い

用て
する準

数用
四す

、
理
事
）
」
を
、
「

除
き

る
第
二
百
八

三
分
の
一

、

十
万
を

を
乗

に
八
分
の

る
第
二

か
ら
広
域

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
に
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代」
え

と
、

二
百

さ
れ
て

第
二
百 て

理い
事

十
二
条
の

会
る
事

第
四
項
」
に
改

を
置

第
二
百
九
十
一
条

め
る
。 く

広
域
連

五
十
二
条
第
二
項
の
規
定

十
七
の
四
第
一
項
」

合に
に

の
十
三
中
「

を
「
あ
る
の
は
」
に
改
め
る
。

七
の
四
第
一
項
」
の
下

「政

別
表
第
一
地
方
教
育
行

よ

八
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規

あ

務
（
市
町
村
が
処
理
す

に

及

つ

の
下
に
「

て
は

り
処
理
す

定
る
第
一

、
理

第
二
百
八
十
七
条

に
、
「
同
条
」
を
「
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二

の
組
織
及
び
運
営
に

事
会

の

第
二
百
八
十
九
条
」
に
改
め
、
「
第
二
百
八
十
六

三

及
び
第
三
項
」

）
」
を

る
こ
と
と
さ
れ
て

号
法
定
受
託
事

加
務
に
係 え

る

項
中
「
第
二
百
八
十

条

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ

」
を
「
第
二
百
八
十
七
条

第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
中
「
（
市
町
村
が
処
理
す
る
第
一
号
法い

関
す
る
法
律
（

を
加
え
、

五
定
受

。条
の
一
部
事
務
組
合
」
と
あ
る

」
の
下
に
「
、
第
二
百
八
十
六
条
の
二
」
を
加
え
、
「
あ
る
の
は
、

託
事
務
に

び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
第
二
百
八
十
六
条
第

る
事
務
、
同
条
第
三
項

も
の
に
限
る
。
）
」
を

る
同
表

一
項

の
三

係
る

と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む

、

の

も
の
に
限
る
。
）
」

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

農
山
漁
村
の
活
性
化
の

。
）
及
び
第
二
百
八
十
六

は
「
広
域
連
合
」

の
下
に
「

「
第
二
百
五
十
二
条
の
十

の

七
条

第
二
項
、
第
二
百
八
十

の
規
定
に
よ
り
処
理
す

及
び
第
二
項
」
を
「
第
二
百
八

た

の
四
」

条
、
第

る
こ
と
と

十
六
条
（

の
二

項
中
「
第
二
百
五

め
の
定
住
等
及
び
地
域
間
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交改
流

項
、

正
す

の
促
進
に
関

の
た
め
の
教
科

正
手
続
に
関

る
法
律

加
裁
判

る
法
律

別
裁
判

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等

う
に

号
）

表
え

員
の

る
。

員
の（

（
参

す

参
加

平
成

加
る
法
律

す
る

す
る
刑

十
六

第
一
犯
罪
に
よ
る
収
益
の

（
平
成
十
九
年
法
律
第
四

刑
事

事
裁
判の

裁
判
に
関

に
関

用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関

平

す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
項
、
廃
棄
物
の
処
理
及

平
成
二
十
二
年
法
律
第
三

す
る

十
四

出
入
国
管
理
に
関

七
十
九
号
）
の
項
を
削
り
、
同
表
特
定
都
市

す

法
律
（

十

号
）
の
項
、

別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
）
の
項

年
法
律
第
六
十
三

すす
成

及
び
出
入

川
浸
水
被
害
対

河

移
転
防
止
に
関

第
二
十
一
条
第
一
項
及

項
（
こ
れ

八

む
。
）
の
規

る
法
律
（
平
成
二

定

）
の
項
、
更
生

号十平
六
年

成
二

保
護

法
律
第
六
十
三
号
）
の
項
、
障
害
の
あ
る
児
童
及
び

十

十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど

す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十

び
清
掃
に
関
す
る
法
律

も
手
当
の
支
給
等
に
関

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の

る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す

び

成

策
法
（
平

ら
の
規
定
を
第
二

十

る

五
年
法
律
第
七
十
七

平
和
条
約
に
基
づ

号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ

第
二
項
、
第
二
十
二
条
並
び
に
第
二
十
三
条
第
四

十
四

に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の

年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
項
、
日
本
国
憲
法
の

条
第
二
項
に
お
い

等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

て
準

る
こ
と
と
さ
れ
て

二

用
す
る

い

場
る
事

の
一
部
を
改

務

す

合
を
含

生
徒

る
特

号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
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え
る
。

号

農
山
漁
村

及
び
地
域
間
交
流
の

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十

日
本
国
憲
法

律
（
平
成
十
九

更
生

十
八
号
）

に
関

保
護
法

別
表
第
一
オ

）
の
項

教
科

の
次
に

用
特
定

す
る

の法
ウ

活の（
性
化
の
た
め
の
定
住
等

ム次
の
よ

図
書
等
の

律

促
進
に
関
す

改
正
手
続
に
関
す

年
法
律
第
五
十
一
号

平
成
十
九
年
法

真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を

う
に

普
及

加

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の

の

る
律
第

法

八
号
）

え

る
法）八

る
。

促
進
等

（
平
成
二
十
年
法
律
第

第
七
条
第
四
項
の
規

事
務

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り

事
務

第
九
十
八
条
第
二
項

る
事
務

救
済
す

る
事
務
及
び

る
た
め
の
給
付
金
の

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

て
い
る
事
務

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す

地
方
公
共
団
体
が
処
理
す

の
規
定
に
よ
り
市
町
村

す

支
給
に
関

る
が

る
こ
と
と
さ
れ
て

る

処
理
す

こ

り
都
道
府
県
が
処
理
す

法
律
（
平
成
二

と
と
さ
れ
て

い

こ
と
と
さ
れ
て

る

て
る

十
年
法
律
第
八
十

こ
と
と
さ
れ

る

る

い
るいい

こ
と
と
さ
れ
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別
八
十

表

一
号
）

第
一
消
費
者
安
全
法
（
平

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き

国
籍
を
離
脱

に
関
す

次
に
次
の
よ
う

廃
棄
物

る

十
九
号
）

特
例
法
の
一
部
を
改
正
す

等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

成
二
十
一
年
法
律
第

日
本

処
理
及
び
清
掃
に
関
す

の

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
加
え
る
。

律
第る

のる七法

附
則
第
十
七
条
第
一
項
、
同
条

て第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
八
条
第
三

項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

項
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
十
一
条
第
二

国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き

に
関

三
準十
用す
する

五
十
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
出
入

特
例
法

国

別
表
第
一
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関

び

附
則
第
六
条
第
一
項
及 管

理
及
び
難
民
認
定
法

第
二
項
及
び
附
則
第
十
八
条
第

日

三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す

第る
十項

第
十
条
第
三
項
並
び
に
附
則

に
る
。

す
る
法
律
（
平
成
二
十
二

条
の
七
第
二
項

九
お
い者

本
の
国
籍
を
離
脱
し
た

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都

て
準

こ
と
と
さ
れ
て

二
項
に
お
い

、

等
の
出
入
国
管
理

及
び

い
る
事
務 附

則

三
十
条
第
一

用
す

第
三
十
一
条
第
一
項

る
日
本第

年
法
律
第
十
九
号
）
の
項
の

道
府
県
が
行
う
こ
と
と
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律
の

十
二
年一

部
を

法
律

別
表
第
一
東
日

改
正
す
る
法

本
大
震
災
の
被
災
者
に

）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

す

当
の
支
給
等
に
関

第
三
十
四
号
）

け

平
成
二
十
三
年
度
に
おる

特
律
（
平
成
二

係

る
子
ど
も
手

別
措
置
法
（

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
）

さ
れ
て
い
る
事
務

る
一
般
旅
券
の
発
給
の
特
例
に
関

こ
の

。
）

一
項

す
る

す

法
律
（
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

六
条
第
一
項
の
規
定

及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

れ

こ
と
と
さ

て
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

い
る
事
務
を
含

る
法
律
（
平
成

に
よ
り
都

む
。
）

た
で

二
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号

及
び
第
三
十
四
条
を
除
く

い

道
府
県
又
は

る
事町
務村
（
第
十

第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第

市

が
処
理

附

則

第
一（

施
行

条

期
日
）

こ
の
法
律
は
、
公

第
百
条
第
十
四
項
及
び
第
十布

の
日
か
ら
施
行
す

五
項

る
。
た
だ
し

の
改
正
規
定
、
同
項
の
次

、
第
七
十
六
条
、
第
八

に

十
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
六
条
、

一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
百
九
条
の
改
正
規
定
、
第
百
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九
条
の
二
を
削
る
改
正
規
定
、
第
百
十
条
、
第

二
第
一

次
に
二
条
を

百
五
十
二
条
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え

五
十
五

加

二
百
八
十
七
条

十
一
条

項条第

第
六
条
、

ら
起
算

の
改
正
規
定
、
第
二

し
て
六

えの

平
成
十
六
年
法
律
第

月

改
正
規
定
、
同
章
第
三
節
第
一
款
中
第
二
百

る三

三
と
し
、
第
二
百
八

の
五
及
び
第
二
百

十
一
条
の
八
第
二
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の

第
八
条
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま

を
五
十え

編
第
十
一
章
第
二
節
第

七
条
の
次
に
一
条
を
加
え

十

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一

超

八
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次

一
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
二
第
四
項
、
第
二
百

九
号
）
第
十
四
条
第

な
い
範
囲
内

るに
改お
正十い

百規三
十
一
条
、
第
百
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
七
条
及

及
て
政
令

五
、
第
二
百

定る
改
正
規
定
、
第
二
百
八

で
び
第
二
百

年
の
規
定
、

で
款
中
第
二
百
五

十

二
条

五
十
二
条
の
六
の
次
に
一
条

五
十
二
条
の
八

九
九
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び

法
律

に
一
条
を
加
え

第
百
六
十
二
号
）
の
項
の

定
め
る 附

則日

十

第
十
五

か
ら
施

、
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
、
第
二
百

十条行
八

を
第
二
百
五
十を
一
条

加
え

び
第
二
百
五
十
条
の

の
六
と
し
、
同
条

る
改
正
規
定
、
第
二

る
改
正
規
定
、
第
二
百
八
十
七
条
及
び

改
正
規
定
並
び
に

第

の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
二
百
八
十
七
条
の
四
と
し
、
第
二
百
八
十
七
条
の
二
を
第
二
百
八
十
七
条
の

条
か
ら
第
二
百
九
十
条
ま
で
、

中
市

す
る
。 町

村
の
合

に
別

附

の

第
二
百
九

一
条
の
四
第
四
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
六
、
第
二

併
の
特

表
第
一
地
方
教
育

例
に
関

則
第
三
条
、

す
る

百
九

法
律
（

四
項
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
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（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
三
条

名
簿
に

こ

律
の
施
行
の

地
方
自
治
法
（
以
下

付
を
受
け

えと
るを

第
四
条

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
条
例
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け

「

た
日
と
み
な
す
。

附
則
第
一
条
た
だ

挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

登
録
さ
れ
て

数
に
八
分
の

合
算
し

新
法

て

一
い
る

を
乗
じ

得
た
数
を
、

第
百

公
共
団
体
の
議
会
の
議
決

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の

新
法
」
と
い
う
。
）

し律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
の
規

者
書
に
規
定

のて
総

に
つ
い

す
る
規

得
た
数
と
四

附

数
地
方
自
治
法

が
八

七
十
六
条
第
一
項
か
ら
第

十

則
第
一
条
た
だ
し
書

て

（
以
下
「

第
十
六
条
第
二
項
の

十
万

定万
三
項

の
施
行
の
日
（

を
超にま
え
る

にで
規

定
に
よ
る
選
挙
人

普
通

六
分
の
一
を
乗
じ

定
す 旧

法
」
と
い
う

規
定
の
適
用 。

）
第
十
六
条

施

以
下
「
一
部

地
方

及
び
第
百
七

公
共
団

十
て七

条
名

に
つ
い
て

行
日
」

は

簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た
日
に

体
の
選
挙
管

適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
普
通
地
方
公

る
う
。
）

の
規
定
は
、
施
行
日
以

、
施
行
日
を
同
項
の
条
例
の
送

と
い

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

第
一
項
の
規
定
に
よ
り

こ

理
委
員
会
は

こ
の

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

前
の
直
近
の
公
職
選

、

お
い
て

の
一
を
乗
じ

後
に
さ
れ

共
団
体
の
議
会
の
議
決
に
つ
い

て
選
挙
人

そ
の
八
十
万
を

て

法

る
規
定
の
施
行
後
直
ち
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

超

得
た
数

る
普
通
地
方

は
、
な
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第
五
条

２
て
同

施
行
日
か
ら
一

第
百
九
条
第
六
項
（

「
第
百
九
条
第
六
項

を
含
む
。
）
」

く
は
第

係

四

（
第
百
九
条
の

、

五
条
の
二
第
二
項
」
と

第
六合

を
含
む

に是
正
の
要
求
（
新
法
第

十
条新

法
第
二

五

と
あ
る 第

百
九
条

の
は
「

新
法
第
二
百
五
十
一
条

じ

の
二
第
五

の
七

二
第

。
）
及
び
第
百
十
五
条
の
二
第

項
の
規
定
に
よ
る
是
正
の

る
普
通
地

。
）
に
つ
い

部
施
行
日
の
前
日
ま

て
適
用

第
百
九
条
第
五

す

一
項

新
法

方
公
共
団
体
の
不
作
為
（

る
。

百
五
十
二
条
の
規
定
は
、
一
部

二

条
の
七
第
二
項
の
規
定

で
の
間
に
お
け
る
旧

項
及
び
第
百

施
行

十

第
二
百
五

条
第

十
一
条

る
指
示
に
係
る
市
町
村
の

法
第
二
百

「
第
百
九
条
第
五
項
（
第
百
九
条
の
二
第
五

百
五
十
二
条
の
十
七

に
よ

項
（

」
と
す第

百
九
条

る
。

の
規
定
は
、
一
部
施
行

の
二
第
五

日
五
項

以
後

要
求
又
は
新
法
第
二
百
四
十

日
以
後
に
行
わ

のれ
に七る
お項第

七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

い
て

五
項
及
び
第
百
十
条
第
五
項
に
お
い

及
び

て

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
是

不
作
為
に
つ
い
て
適

準
用
す

項
及
び
第
百

一

第
百
十
条
第
五

項
準に
用規
す定
る十す

る条
第
五

る
不

正
の
要
求
を
含

む

合
を
含
む

場

用
す
る
。 場

合
を
含

項
に
お

項
む
。
）

。
）
及
び
第
百
十

い
て
準
用

に
行
わ
れ
る
新
法
第
二
百
四
十
五
条
の
五
第
一
項
若
し

作
為
を

。い
に
お

て）
」

い
う
。

又

は
、と

て
準
用

同
条
中
「

あす
る
の
は

る
場
合

五
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

す
る
場

る
指
示

次
項
に
お
い

新
法
第
二
百
四
十
五
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

は
新
法
第
二
百
四
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（
政
令
へ
の
委

第
七
条

る
。

（
生

第
八
条

第
九 」

を条

附
則

活
保
護
法
の

生
、
「

活広

第
二
項
の
規
定

任
）

第
二
条
か
ら
前
条
ま

域

一

第
八
十
二
条
中
「

二
項
の
規
定
に
よ
り

第
三
十

部
改
正
）

保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

管

連
合
の
長 理

者
」
の
下
に
「
（
地

管
理

地
方
公
営
企
業
法

条

者
に
代
え
て

」
の
下

（

で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

に

に
よ
り
長
に
代
え
て

（
地
方
公
営
企
業
法
の
一
部
改
正
）

第
四
項
中
「
認
定
」
の

「

律
第
百
四
十
四
号
）
の

理
事
会
を
置
く
同
法
第
二
百
八
十
五
条

九
十
一
条

理
事
会
を
置
く
広
域
連
合
に
あ
つ

の
十
三
に
お
い

な

、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要

て

の

経
過

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第

（
同
法
第
二
百

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

下
に
「
（
地
方
自
治
法
第
百

九
十
二
号
）
の
一
部
を
次

二
条
の
二
第
一
項
の
議
会

一
部
事
務
組
合
に
あ
つ

て
準

は
、
理
事
会
）
」
を
加
え

第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
削
る
。の

用
す

よ
う

る

に
改
正
す 措

置
は
、
政
令理

事
会
）

る
同
法
第
二
百
八
十
七
条

に
お
い
て

。
て

る
。

は
、

で
定
め

の

は
、
遅
く
と
も
当

三該



- 36 -

事
業
年
度
終
了

第
十 議

に
にし

条あて
お

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

つ

と
四
十
万
」
に

第
五

い

後
三
月
を
経
過
し
た
後
の

初

て
議
会
の

は
そ
の
四

改
め
る
。

）
」

地
方
教
育
行
政
の
組

て十
五
条
第
九

認「

織
を
加

十
万
を
超
え

項
定四

十

第
六
十
条
第
三
項
中
「
す

十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定

及
び
運
営
に
関

万
を
超
え

「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。べ

て
る

え
る
。

に
関
す

」
を
「
全

る
場
合
に

中
「
及
び
第
三
項
」

よ
り
管
理
者
に
代
え
て

に

の
定
例
日
（
同
条

る
法
律
の
一
部
改
正
）

法
律

あ
つ
て

数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

を
「
、
第
三
項
及

第
六
項
に
規
定
す
る
定
例
日
を
い
う
。
）
に
開
か
れ
る
会

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

は
、
そ
の
超
え
る
数
」
を
「
四
十
万
を
超
え

得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数

て
す」
る

得
た
数
と
四

び

十

第
四
項
」
に

万

三
分
の
一
を
乗
じ

に

に
、
「
第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
二

」

に

改
め
、
同
条
第
十

八て
十

た

八
分
の
一
を
乗
じ

万
以
下
の

得

て

場
合

数
と
を
合
算

得
た
数

項
中
「
同
条
第
三
項
」
を

項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
二
百
八

に
改
め
、
「
又
は
長
」
の
下
に
「
（
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
十
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第
十
一
条

第
十 三

に
お
い

て
は

項
」
に

（
児

え
て

に
「

て

、
二
条

理改
童
扶

て事

（
同
法。

準会
。

め
る
。

第
用
す

二
百

項

特
別
児
童
扶
養

る
同
法
第
二
百
八
十
七
条

第
八

児
童
扶
養
手
当

及

第
六
十
三
条
中
「
第
二
百

養
手
当
法
の
一
部

び

理
事
会
を
置
く
同
法
第
二
百
八
十
五
条
の
一
部
事
務
組

理
事
会
を
置
く
広
域
連
合

五改に
第十正

第
三
十
三
条
の
二
中
「
管
理
者

十二
条
の
十
七
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
。

）

九
十
一
条
の
十
三
に
お
い

あ
つ

項て
に

法
（
昭
和
三
十
六
年

」
の
下
に
「
（
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
七
条
の

は

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す

改
正
す
る

手
当
等
の
支
給

お
い

の

に
関
す

三
て
同

）

法
律
第
二
百
三
十

て
準る

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
に
代
え
て

じ
。

用
す

法
律

を
加
え
、
同
条
第
九
項

」
る
同
法
第

（
昭
和

合
に
あ
つ
て

二
百

、
理
事
会
）
」
を
加
え
る
。

る
法
律
の
一
部
改
正
）

八
号
）
の
一
部

中

を
次
の
よ
う
に
改
正

三

理
事
会
を

、
理
事
会
）
」
を
、
「
広
域
連
合
の
長

は八
十
七
条
の
三
第
二
項
の

置
く
広
域
連
合
に
あ
つ

「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四

す

。

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理

規
定

るに
よ
り
長

三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を

者」
に
代

の
下

に
代
え

次
の
よ
う
に
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理
第
十
四
条

第
三
十
九
条
中
「

事
（
高

第
十
三
条 会

を
齢
者

お
い
て
準

（
地
方
拠

地
方

管
理
者

置
く
同
法
第
二
百

の
医
療
の
確

用
す

拠
点

号
）
の
一
部
を
次
の

都
市
地

よ
う

」
の
下
に
「
（
地
方
自
治
法

保
に

八
十

（
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三
に

事
会
を
置
く
広
域
連
合
に
あ
つ関域
てす

第
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
後

は
の
整

に
改
正
す 五

条
の
一
部
事
務
組
合

お
い

る
。

て
準
用

、
理
事
会

る

す

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関備

及

）

る
法
律

び
産

す

法
律
の
一
部
改
正
）

る
同
法
第
二
百

」
昭
和
五
十
七
年

（

に

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
長

第
二
百
八
十
七
条
の
三

あ
つ
て

を
加
え
る
。

る
同
法
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定

連
合
に
あ
つ
て
は
、
理
事
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え

点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置

業
業
務
施
設
の

は
、
理
事
会
）

八
十
七
条
の
三
第
二
項

法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の

」
の
下
に
「
（
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の

に
よ
り
長
に
代
え

る

の
促
進
に
関

再
配
置

。の
促

す

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者

る
て法

進
に
関

」律
をの

す
る

、
「
広
域
連
合
の

の
規
定
に
よ
り
長
に
代
え
て

よ

理
事
会
を
置
く
後
期
高
齢
者
医
療

一
部
改
正
）

法
律
（
平
成
四

に
代
え
て

長
」
の
下
に
「

う
に
改
正
す
る
。

十
三広

理に域

年
法
律
第
七
十
六

第
八
条
第
一
項
中
「
第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
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り
管
理
者
に
代
え
て

法
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二

じ
。
）
」
を

（
市
町
村
の
合
併
の

第
十
五
条

（
地
方
自
治

第
五
条
の
二

２
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村

第合
に

条
第
一
項
中
「
こ
の

五
お

あ
る
の
は
、
「
六
十
日
以
内
に
」
と
す

規
定同

一

加
市
町
村
の
合
併
の

け
る

の
適
用

え法第

請
求
関に

る
」
に
改
め
、
「
広
域
連
合

四
条

係つ
。特市い

例第
五

町
に
関

村
て
は

項
の
規
定
に
よ
り
長

特の
す

項
の

、
同

る
例
に

法
律
の

関
規
定

す

議
会
が
地

項
中

の
長
」
の
下
に
「
（
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三

る
法
律
の
一
部
を
次
の

る

部
改
正
）

一（
以

に

第
百
二
条
の
二
第
一
項
の
議
会
に
関

の
適
用。

方
自

「
六
十

に

い

治
法
第

日
つ

代

下
こ
の
条

百

以
内
に

え
て

、
そ

理
事
会
を
置
く
広
域
連
合
に
あ
っ

て
は
、

二
条

同れ
よ

す
る
特
例
）

う

合
併
請
求
市
町
村
又
は
合
併
対
象
市
町
村
の
議
会
が

に

」
の
下
に
「
及

地

の
二
第
一

ぞ
れ

方
改
正
す

項
の び

第
る
。で

あ
る
場

て

五
条
の
二
第
一
項

に

自
治
法
第
百
二
条
の
二
第
一

議
会
を
招議

会集
し
」
と
あ
る

お
い

は
、
理
事
会
。
以
下
同

」

条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

項
中
「
六
十
日
以
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
議
会
を
招
集
し
」
と

合
に
お

の
は

を項
の
議
会

け、
加る「

てえる
。

前
準る

。
条

六
十

用で第日
すあ六以
る
同

る
場

項
の

内
に



- 40 -

域
連
合

」
と
す
る
。

第
六
条
第
五
項
中
「
前
条
第
二
十
七

改
め
る
。

第
十
四
条
第
四
項
第
二
号
中
「

定
に
よ
り
長

る
。

（
武
力
攻

第
十
六
条

て

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

規
定
に
よ
り
管
理
者
に

長
（

の
長
」
の
下
に
「
（
同

に

第
六
十
二
条

代
え

第

理
事
会
を
置
く
広
域
連
合
に
あ
っ

る
法

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護

。

二
項
及
び
第
五

代
え
て

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十

項

を
「
第
五
条
第
二
十
七
項
」
に
、
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に

」

第
二
百
八
十
七
条
の
二

第
二
百
九
十
一
条
の
十
三

項
並
び
に
第

の
た

第
二
項
」
を
「
第
二
百
八

て
には
お
い
て

、
理
事

撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

理
事
会
を
置
く
一
部
事
務
組
合

会

め
の
措
置
に
関

百
八
十
五
条
第
二
項
中 る

法
律
の
一
部
改
正
）

に
あ
っ

準
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て

「て
用す
する

十

法
律
（
平

七
条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三

は
、
理
事
。
以
下
同
じ

同

（
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十

に
お
い

七
条
の
三
第
二
項
」
に
改

る
同
法
第
二
百
八
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規

成
十
六
年
法
律
第
百

て

め
、
「
広

じ
。
）
」
を
加
え

十
二
号
）
の

七
条
の
二
第
二
項
の

。
）
又
は
長
」
を
「
又
は

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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の
規
定
に
よ
り
管
理
者
又
は
長
に
代
え
て
理
事
会
を
置
く
消
防
組
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。
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理

由

地
方
公
共
団
体
の
議
会
及
び
長
に
よ
る
適
切

め
、
議
会
の
招
集

請
求
に
必

の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、

で
あ
る
。

要
な

手

所

な

続
及
び
会
期
制
度
並
び
に
再

署
名
数
要
件
の
緩
和
を
行
い
、
あ
わ 権

限
の

議
せ
て

行国
使
を
確
保

及
び
専
決
処
分
の

等

要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

す
る

制

住

と
と
も
に
、

民
自
治
の
更

度
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
直
接

に
よ
る
違
法
確
認
訴
訟
制
度
の

な
る
充

創
設
、
一
部
事

実
を
図
る
た

務
組
合
の

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す

制
度

る
理
由




